
入　札　公　告

次のとおり、一般競争入札に付します。

◎調達機関番号　017　 ◎所在地番号　41

１　調達内容

（２） 仕　　　様

（３） 履行期限

（４） 履行場所

（５） 入札方法

仕様書による。

支出負担行為担当官の指定する場所

　本件は、価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方

式とする。

　入札金額については、納入に要する一切の諸経費を含めた額とすること。

　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相

当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

２　競争参加資格

３　電子調達システムの利用

支出負担行為担当官

（１） 件　　　名 

平成30年12月3日

佐賀労働局総務部長　富永　哲史

官用車（軽自動車1台）の購入

平成31年3月29日 まで

　過去3年間に、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、職業安定法、雇用対策法、雇用保険

法、高齢者等の雇用の安定等に関する法律、障害者の雇用促進等に関する法律、労働者派遣事業

の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等に関する法律、労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の労働法令違

反により行政処分等を受けていないこと。

　厚生労働省から、指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

　経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。

　資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載を

しなかった者ではないこと。

　社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、国民年

金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。）に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこ

と。

　平成28・29・30年度の厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「物品の販売」のB、

C又はD等級のいずれかの等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であるこ

と。

　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被

補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該

当する。

（１）

（２）

（４）

（６）

（３）

（５）

（７）

（８）

②

①

③



　本案件は電子調達システム（政府電子調達(ＧＥＰＳ)(https://www.geps.go.jp/)）により執行する。なお、

電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出のうえ、紙入札方式で参

加することができる。

４　入札関係書類

（１） 配布場所

　〒840-0801　佐賀市駅前中央3丁目3番20号　佐賀第2合同庁舎4階

（２） 配布期間

（３） 入札説明会

（４） 入札申込書等（証明書等）提出期限

（５） 入札書提出期限（電子調達システム・郵送による参加の場合）

　ただし、紙入札により入札に参加し、入札書を持参する場合は、下記５入札会にて提出すること。

５　入札会の開札場所及び日時

（１） 紙入札の開札場所　

（２） 紙入札の開札日時

平成30年12月17日(月)　本公告日から まで

　（１）の場所において まで随時実施する。平成30年12月17日(月)

平成30年12月18日(火)

平成30年12月20日(木)

佐賀労働局　総務課横会議室（佐賀市駅前中央3丁目3番20号　佐賀第2合同庁舎4階）

平成30年12月20日(木) ※開札後、電子調達システムへの登録を行う。

（３） 電子調達システムの開札日時 

６　その他

（１） 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

　日本語及び日本国通貨に限る。

（２） 入札保証金及び契約保証金

　免除

（３） 本件入札に要求される事項

　本件入札に参加を希望する者は、この公告に示した業務ができることを証明する書類及び封印した

入札書を、それぞれの受領期限までに提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官か

ら当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。また、入札に参加を希望

する者は、上記確認書類とあわせて暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札説明書の「無効入札」に該当する

入札書は、無効とする。

（５） 契約書作成の要否

　要

（６） 落札者の決定方法

　次の要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も

高い者を落札者とする。

① 入札価格が、予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内

　であること。

② 入札者が提出した性能等証明書が、審査の結果合格したものであること。

（７） 詳細は入札説明書による。

平成30年12月20日(木)

（４） 入札書の無効

12時00分 まで

まで13時30分

14時00分

14時15分

　（ただし、土日祝日及び12時00分から13時00分を除く）

　佐賀労働局総務部総務課　（担当：会計第一係　坂井）    電話番号：0952-32-7155



入　札　説　明　書

佐賀労働局の下記契約に係る入札については、入札公告、入札説明書及び仕様書等によるものとする。

１　競争入札に付する事項

（２） 仕　　　様

（３） 履行期限

（４） 履行場所

（５） 入札方法

仕様書による。

３　契約条項を示す場所等

（１） 契約書の作成の要否

（２） 契約条項を示す場所（問い合わせ先）

　〒840-0801　佐賀市駅前中央3丁目3番20号　佐賀第2合同庁舎4階

（１） 件　　　名 官用車（軽自動車1台）の購入

佐賀労働局

仕様書による。

仕様書による。

（６） 入札保証金及び契約保証金　　　免除する。

（７） その他 　本案件は、電子調達システム（政府電子調達(ＧＥＰＳ)(https://www.geps.go.jp/)）によ

り執行する。なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面

により申し出のうえ、紙入札方式で参加することができる。

　落札者の決定後、当該契約の締結につき、契約書の作成を要する。

２　競争参加資格

　過去3年間に、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、職業安定法、雇用対策法、雇用保険

法、高齢者等の雇用の安定等に関する法律、障害者の雇用促進等に関する法律、労働者派遣事業

の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等に関する法律、労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の労働法令違

反により行政処分等を受けていないこと。

　厚生労働省から、指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

　経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。

　資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載を

しなかった者ではないこと。

　社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、国民年

金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。）に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこ

と。

　平成28・29・30年度の厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「物品の販売」のB、

C又はD等級のいずれかの等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であるこ

と。

　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被

補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該

当する。

（１）

（２）

（４）

（６）

（３）

（５）

（７）

（８）

　本件は、価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方

式とする。

　入札金額については、納入に要する一切の諸経費を含めた額とすること。

　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相

当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

②

①

③



・ 一般競争入札参加申込書（別紙1）

４　入札参加申込書等（証明書等）の提出について

（３） 入札説明会の日時及び場所

（３） 提出書類及び方法

（１） 提出期限

　（２）の場所において まで随時実施する。平成30年12月17日(月)

平成30年12月18日(火) 12時00分 まで

（２） 提出場所

　入札に参加を希望する者は、以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出すること。

　また、開札の前日までに支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに

応じなければならない。

　上記３（２）に同じ。

① 電子調達システムによる場合

② 紙入札による場合

　上記①の書類に加え、「紙入札方式による参加にかかる理由書」（別紙3）を提出すること。

　また、提出方法は持参もしくは郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）によること。

　スキャナ等により電子データ化したもの

を電子調達システムにより送信すること。

　社会保険等とは、①厚生年金保険、②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、③船員

保険、④国民年金、⑤労働者災害補償保険、⑥雇用保険をいい、これらの制度が適用される者に

あっては、本入札の参加申込書提出期限の直近2年間（⑤及び⑥については2保険年度）の保険

料の納入が証明できる書類（領収証の写しで可）を提出すること。

　なお、各保険料のうち、⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続きを完了すべき

日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続きを完了すべき日以降の場

合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない（分納が認められているものに

ついては、納付期限が到来しているものに限る。）こと。

（４） その他

　上記の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は

無効とする。

５　入札書等の提出について

　以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。なお、電子調達シス

テムにより応札する場合は、通信状況により提出期限内に入札書が到着しない場合があるので、時間の

余裕を持って行うこと。

　入札者は、その提出した入札書の引換、変更または取消しをすることはできない。

（１） 入札書の提出期限（電子調達システム・郵送による参加の場合）

（２） 入札書の提出場所

　上記３（２）に同じ。

　ただし、紙入札により入札に参加し、入札書を持参する場合は、下記８入札会にて提出すること。

平成30年12月20日(木) まで13時30分

・ 直近2年間の社会保険等の保険料の納入が証明でき

る書類（領収証の写しで可）（※）

・ 一般競争参加資格審査結果通知書（写）

・ 誓約書（別紙2）

・ 性能等証明書　※カタログ等を添付

（３） 提出書類及び方法

　佐賀労働局総務部総務課　（担当：会計第一係　坂井）    電話番号：0952-32-7155

※

提出書類 提出方法

　　



６　入札無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

① 参加する資格を有しない者による入札

② 当該競争入札について不正行為を行った者による入札

③ 書面による入札において記名押印（外国人の署名を含む）を欠く入札

④ 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱及び判読不可能なものがある入札

⑤ 入札金額の記載を訂正した入札

⑥ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札

⑦ 1人で2以上の入札をした者による入札

⑧ 代理人でその資格のない者による入札

　支出負担行為担当官が要求する書類等を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反

             することとなった者による入札

⑩ 前各号に掲げるもののほか競争の条件に違反した者による入札

７　入札の延期等

　入札参加者及びこれに関連する者が、共謀結託その他の不正行為を行い、または行おうとしていると

認めるとき、また、入札条件の変更その他必要と認めるときは、入札を延期し、若しくは取り止めることが

               ある。

８　開札（入札会）

（１） 開札の場所及び日時

① 紙入札の開札場所

② 紙入札の開札日時

③ 電子調達システムの開札日時 

※開札後、電子調達システムへの登録を行う。

② 紙入札による場合

　上記①の書類に加え、「入札書」（別紙4）を提出すること。

　入札書と入札金額内訳書は、封筒に入れ封印し、その封皮に氏名（法人の場合はその名称また

は商号）、宛名（支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長）及び「平成○年○月○日開札［入札

件名］」を記入すること。

（５） 代理人による入札

　代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称または商号、代理人で

あることの表示及び当該代理人の氏名を記入して、押印（外国人の署名を含む。）をしておくととも

に、入札書の提出期限までに「委任状」を提出すること。

　入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることがで

きない。

　また、提出方法は持参もしくは郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）によることとし、

持参の場合は下記８（１）の入札会にて提出すること。

① 代理人が入札する場合は、委任の手続きを行うこと。

佐賀労働局　総務課横会議室（佐賀市駅前中央3丁目3番20号　佐賀第2合同庁舎4階）

14時00分平成30年12月20日(木)

※

※ 　郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）により提出する場合は、二重封筒とし、表封

筒に「平成○年○月○日開札［入札件名］の入札書在中」の旨記入し、中封筒には上記と同様に

氏名等を記入すること。

②

③

⑨

・ 入札金額内訳書（別紙4-2）　※任意様式可 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　

① 電子調達システムによる場合

・ 委任状（別紙5）　※該当者のみ

提出書類 提出方法

　 　スキャナ等により電子データ化したもの

を添付して、電子調達システムにより入札

金額を送信すること。



　開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わ

         ない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。

　電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立会いは不要であるが、入札者又はその代

 理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。

　入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。

　入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加

 資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならな

              い。

　入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合の

           ほか、開札場を退場することができない。

　開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入

  札がないときは、再度の入札を行う。（※開札場所については（１）と同じ。）

         　なお、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行う。

９　入札の辞退

　入札を辞退するときは、入札執行前までに、入札辞退届を支出負担行為担当官等に直接持参し、

                または郵送にて提出する。

　入札を辞退したものは、これを理由として以後の入札等について不利益な取り扱いを受けるもので

はない。

１０　 落札者の決定方法

　落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされ

 ないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す

 おそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申

           し込みをした他の者のうち総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。

　落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、

               落札者を決定するものとする。

　落札者が決定したときは、入札者にその氏名（法人の場合にはその名称）及び金額を口頭あるいは

電子調達システムにより通知するものとする。

１１　落札決定の取消し

　落札決定後であっても、入札に関して共謀結託その他の事由により正当な入札でないことが判明した

               ときは、落札決定を取り消すことがある。

１２　代金の支払い

（１） 当方による検査に合格しなければ代金は支払わない。

（３） 請求書の宛名は「官署支出官　佐賀労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。

（４） 当方の支払いは、適正な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。

１３　入札結果（契約情報）の公表

　電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者の商号又は名称及び入札価

               格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。

平成30年12月20日(木) 14時15分

（２）

（３）

（５）

（７）

（４）

（６）

（２）

（１）

　本入札説明書４又は５に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、公告で示す

競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、性能等証明書が審査の結果合格した者のう

ち、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格

の制限の範囲内であり、かつ、別添「自動車の性能に関する審査要領」に規定する「総合評価点の計

算方法」によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。

（２）

（１）

　価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式とする。

（４）

（３）

（１）

（２） 代金の請求は、契約内容が全て履行された後、遅滞なく行うこととする。



　一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者及び契約金額等を佐賀労働局ホーム
          ページ等に公表する。

１４　障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先

◎ ヘルプデスク　0570-014-889　　017-731-3177（ＩＰ電話等をご利用の場合）

◎ ホームページhttps://www.geps.go.jp/

（２）

　ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、上記３（２）へ連絡

 すること。



 仕 様 書 

 
１ 件名 

官用車（軽自動車１台）の購入 
 
２ 契約履行場所（納車場所） 
   佐賀公共職業安定所 

   〒８４０－０８２６ 佐賀市白山２丁目１－１５  
   ＴＥＬ：０９５２－３８－５２５０ 

現地担当者：庶務課 山口、式町 
 
３ 契約履行期限（納車期限） 
   平成３１年３月２９日（金）可能な限り早急に納車すること。 
   
４ 仕様 
（１） 車体等の詳細は別添『仕様詳細』のとおり。 
（２） 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号） 
  （※グリーン購入法）に基づく基本方針の判断基準を満たす車両であること。 
（３）入札に参加を希望する者は、車種名・規格・環境性能等の仕様書に定める要求条件に係る内

容を記載した別添『性能等証明書』を作成（カタログの写し等を添付すること。）のうえ、一

般競争参加申込書提出期限までに提出し、承認を受けること。 
 
５ 納車について 
   落札業者は、納車予定日の最低１週間前までに、項目２の現地担当者と納車の日程及び時間

等の詳細について打合せを行うこと。 
   
６ アフターケア 

（１） 障害発生時の窓口は納入業者に一本化し、誠意を持って迅速に対応すること。 
（２） 納車に関し自動車引渡しの日から１年以内に発見された瑕疵にかかる修理または取替の諸

費用は、納入業者が負担すること。 
（３） 納車日から１年以内に生じた不具合に対しては、対応した日付、対応者、持ち込み先メー

カー、原因、処置内容がわかる報告書を佐賀労働局総務課会計第一係に提出すること。 
 

７ その他注意事項 
（１） 本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策に万全を期すること。 
（２） 落札業者は、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 



（３） 再委託についての要件は、別紙のとおり。 
 

８ 代金の請求及び支払いについて 
（１） 当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。 
（２） 『請求書』の宛名は「官署支出官 佐賀労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示す

ること。 
（３） 当方の支払いは、適法な請求書を受理後、３０日以内に指定された金融機関に振り込むこ

ととする。 
（４） 代金の請求（請求書の提出）は、契約内容をすべて履行した後、遅延なく以下の担当部署

に行うこととし、請求書の記載内容及び方法等を確認すること。 
※請求書の送付先 
  佐賀労働局総務部総務課 会計第三係 ＴＥＬ：０９５２－３２－７１５５ 

 
９ 入札及び契約担当者 
   〒８４０－０８０１ 佐賀市駅前中央３丁目３－２０ 佐賀第２合同庁舎４階 

佐賀労働局総務部総務課 会計第一係 担当：坂井 
ＴＥＬ：０９５２－３２－７１５５ 
ＦＡＸ：０９５２－３２－７１５６ 
 



仕様詳細 
 

１ 車 種        四輪乗用軽自動車（新車であること） 

２ 台 数        1 台 

３ 規格等 

(１) 乗車定員等  4 人 

(２) 種 別  軽 

(３)排 気 量  660 ㏄未満 

(４)使 用 燃 料  無鉛レギュラーガソリン 

(５)環 境 対 策  ①低排出ガス車認定制度により平成 17 年排ガス規制 75%低減又は 

平成 30 年排ガス規制 50%低減を達成していること。 

         ②JC08 モードによる燃費が下表を達成していること。 

車両重量 燃費 

741 ㎏未満 24.6 ㎞／L以上 

741 ㎏以上 24.5 ㎞／L以上 

   (６)駆 動 方 式  前輪駆動方式（FF）又は後輪駆動方式（FR） ※2WD 

(７)ミッション  4AT 又は CVT 

(８)車 体 色  白又はシルバー系統 

(９)安 全 装 置  SRS エアバックシステム(運転席・助手席)、ABS・EBD・ブレーキアシスト 

 (10)そ の 他   ①室内寸法 幅 1,250 ㎜以上、高さ 1,210 ㎜以上 

②パワーステアリング（右ハンドル） 

           ③パワーウィンドウ（左右ドア 4枚） 

         ④パワードアロック（全ドア連動） 

         ⑤キーレスエントリー 

         ⑥純正エアコン 

         ⑦電動格納式ドアミラー 

         ⑧スモークドガラス（リア・バックドア） 

         ⑨AM/FM 電子チューナーラジオ（純正不問、CD・MD 一体型も可とする） 

         ⑩カーナビゲーション（純正不問）画面サイズ 7インチ以上、メモリサイ

ズ 8GB 以上 



(11)付属品（標準装備品の場合を含む） 

                ①マッドガード（前後左右） 

                ②サイドバイザー（全窓） 

         ③フロアマット（全席、ラバー製も可とする） 

                ④ナンバーフレーム（フロント・リア） 



（別紙） 
 

再委託についての要件 
 
第１ 再委託について 

（１） 落札者は、委託業務の全部を第三者に委託することはできない。 
（２） 落札者は、再委託する場合には、発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受け

なければならない。ただし、当該再委託の金額が５０万円未満の場合は、届出を行うこととす

る。 

（３） 落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者（以下「再

委託者」という。）の行為について、発注者に対しすべての責任を負うものとする。 
（４） 落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、この契約を遵守するために必要な事項につい

て、再委託者と約定しなければならない。 
 

第２ 再委託先の変更 

   落札者は、再委託先を変更する場合、再委託の金額が５０万円未満に該当する場合を除き、再委

託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 
 
第３ 履行体制 

（１） 落札者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又

は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を発注者に提出しなけれ

ばならない。 
（２） 落札者は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書を発注者に届け出

なければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 
・ 受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみの変更の場合。 
・ 事業参加者の住所の変更のみの場合。 
・ 契約金額の変更のみの場合。 

（３） 前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、

落札者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 
 

  ※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約書に添付することとし、契約締結後に交付する。 



 

自動車の性能に関する審査要領 
１ 落札方式 
  次の要件を満たしている者のうち、２によって得られた総合評価点の最も高い者を

落札者とする。 
① 入札価格が予定価格の範囲内であること。 
② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件をすべて満たしていること。 

 
２ 総合評価点の計算方法 

① 総合評価点＝環境性能（燃費値）に対する得点÷入札価格に対する得点とする。 
② ①の「環境性能（燃費値）に対する得点」は、仕様書に記載された要求要件を

全て満たしている場合には、標準点（１００点）を与え、さらに、環境性能（燃

費値）についてグリーン購入法基本方針の「自動車」の基準における燃費基準

値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点（加算点）を与える。 
加算点は、２５点を満点とし、入札者が納品しようとする自動車の環境性能

が仕様を満たす市販車の最高水準にあるもの（燃費目標値）と燃費基準値の間

のどの位置にあるのかをもって評価する。具体的には以下のとおりとする。 

 

                提案者の燃費 － 燃費基準値 

加算点 ＝ 加算点の満点 ×  

                燃費目標値  － 燃費基準値 

  

 これを踏まえた本入札に係る加算点の算定方法は以下のとおりとする。 

 

              提案者の燃費 － 24.6（又は 24.5） 

  加算点 ＝  25 ×  

                                   37.0 － 24.6（又は 24.5） 

 

③ ①の「入札価格に対する得点」は入札価格を 1万円で除して得た値とする。 

 

３ 自動車の燃費値の算定方法 

  JC08 モードによる燃費値を使用するものとする。JC08 モードによる燃費値が公表

されていない車種については、１０・１５モードによる燃費値に 0.9 を乗じることで

JC08 モードの燃費値とみなすこととする。 



性 能 等 証 明 書 
        平成  年  月  日 

支出負担行為担当官 
 佐賀労働局総務部長 殿 

住 所  
商号又は名称  

                  代 表 者 氏 名                    印 
  

下記のとおり相違ないことを証明します。 

    
 ◎環境性能に対する得点 

                    応札車両の燃費値－燃費基準値 （24.6又は 24.5) 

  （基準点） 100 ＋（加算点）  25 ×                      ＝   

                   燃費目標値（37.0）－燃費基準値（ 24.6又は24.5） 

※小数点第二位以下四捨五入           

 （注）※審査欄は記入しないこと。                   

項  目 納入しようとする自動車の性能等 ※審査欄 
車名・車種   

型式   
車両重量（車両総重量） ㎏（      ）㎏  

乗車定員、ドア数 人     ドア  
総排気量 ｃｃ  

燃費値（ＪＣ０８モード） ㎞/㍑  
平成１７年排出ガス基準 ％低減  

使用燃料 無鉛レギュラー・ハイオク  
室内寸法（長×幅×高） ㎜×    ㎜×    ㎜  

駆動方式 ＦＦ ・ ＦＲ  
ミッション ４ＡＴ ・ ＣＶＴ  

ＳＲＳエアバックシステム 有（ 運転席 ／ 助手席 ） ・ 無  
ＡＢＳ・ＥＢＤ・ブレーキアシスト 有  ・  無  

ハンドル位置 右  ・   左  

パワーステアリング 有  ・  無  
パワーウィンドウ 有  ・  無  

パワードアロック（全ドア連動） 有  ・  無  
キーレスエントリー 有  ・  無  

純正エアコン 有（ ｵｰﾄ / ﾏﾆｭｱﾙ ） ・ 無  

電動格納式ドアミラー 有  ・  無  
スモークドガラス（リア・バックドア） 有  ・  無  

 ＡＭ／ＦＭ電子チューナーラジオ      有  ・  無  
マッドガード（前後左右） 有  ・  無  
サイドバイザー（全窓） 有  ・  無  
フロアマット（全席） 有  ・  無  

ナンバーフレーム（フロント・リア） 有  ・  無  
カーナビゲーション 有  ・  無  

 



一　般　競　争　入　札　参　加　申　込　書

　下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により申込致します。

２　競争に参加する者に必要な資格に関する事項について

　平成２８・２９・３０年度厚生労働省競争入札参加資格（全省庁統一資格）における等級

（　　　　　）等級

　仕様書に示す規格・内容を調達することができる。

　予算決算および会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない。

はい　・　いいえ

　支出負担行為担当官から取引停止の措置を受けている期間中ではない。

　社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、

国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。）に加入し、該当する制度の保険料

の滞納がない。

　経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者である。

　商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者ではない。

　厚生労働省から、指名停止の措置を受けている期間中の者でない。

　入札説明書の交付を受けた者である。

　入札業者情報（紙入札業者は必ず記入すること）

１　事業所名

平成　　　　年　　　　月　　　　日

代表者職氏名又は代理人の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

別紙１

１　件名 官用車（軽自動車1台）の購入

「物品の販売」

支出負担行為担当官

住所

商号又は名称

　資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、

又は記載をしなかった者ではない。

　過去３年間に、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、職業安定法、雇用対策法、

雇用保険法、高齢者等の雇用の安定等に関する法律、障害者の雇用促進等に関する法

律、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、雇用

の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、労働保険の保険料

の徴収等に関する法律等の労働法令違反により、行政処分等を受けていない。

９　担当者メールアドレス（任意）

８  担当者電話番号（FAX番号）

７　担当者氏名

６　担当者所属所在地

５　担当者所属名称

４　代表者電話番号（FAX番号）

３　代表者職氏名

２　所在地

　

〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　

佐賀労働局総務部長　富永　哲史　殿

※この申込書は、入札参加資格要件を確認する重要なものであるため、誤記入がないよう関係書類をすべて確認して

から記載してください。

（１）

（２）

（４）

（６）

（３）

（５）

（７）

（８）

（10）

（９）

（11）

（12）

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ



　過去３年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政

処分を受け又は送検されていないこと。

誓　約　書

は、下記１、２のいずれにも該当しません。将来においても該当することはありません。

　また、下記３の事項につきまして誓約します。

　この誓約が虚偽であり、又は報告すべき事項を報告しなかった等のほか、この誓約に反したことにより

当方が不利益を被ることとなっても、異義は一切申し立てません。

　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は

役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合

は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が暴力団（暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう

。以下同じ）又は暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ）であるとき

平成　　　　年　　　　月　　　　日

住所　（又は所在地）

社名及び代表者名（又は個人名）                                                            印

※　個人の場合は生年月日も記載すること。

別紙２

□　私

□　当社

　また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。

記

１　契約相手方として不適当なもの

２　契約相手方として不適切な行為をするもの

　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき

　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（２）　法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

（３）　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

（１）　暴力的な要求行為を行う者

　上記（１）から（３）について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先について

も同様であること。

　厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。

　契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分

を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。

３　厚生労働省所管法令違反

（５）　その他前各号に準ずる行為を行う者

（４）　偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

（１）

（２）

（４）

（３）

（５）

（１）

（２）

（４）

（３）

※　法人の場合は役員等名簿（別紙2-2）を添付すること。



役　員　等　名　簿

 法人名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

別紙２－２

役　職　名

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（フリガナ）
氏　　名

（　　　　　　　　　　　　　　　）

生年月日

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

性別

男・女

備　　考

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

（注）法人の場合、本様式には登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。



支出負担行為担当官

紙入札方式による参加にかかる理由書

１．入札案件名

別紙３

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

住 所

代表者職氏名

商号又は名称

記

２．電子調達システムでの参加ができない理由

の参加をいたします。

　下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式で

佐賀労働局総務部長　富永　哲史　殿

官用車（軽自動車1台）の購入

印



入　札　書

　【入札金額内訳書の合計金額を記載すること。】

（消費税額及び地方消費税額を含まない。）

入札件名：

上記のとおり入札します。

（ 復 ） 代 理人

別紙４

備考：　金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。

￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

平成　　　　年　　　　月　　　　日

代表者職氏名

住 所

商号又は名称

　　　

落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字３ケタを記入すること。

なお、記載がない場合は、連絡先電話番号の末尾３桁を電子くじ番号とします。

契約書及び仕様書その他一切貴局の指示のとおりとする。

支出負担行為担当官

官用車（軽自動車1台）の購入

契約条件：

※

佐賀労働局総務部長　富永　哲史　殿

印

印



入　札　書

　【入札金額内訳書の合計金額を記載すること。】

（消費税額及び地方消費税額を含まない。）

入札件名：

上記のとおり入札します。

（ 復 ） 代理人

別紙４

備考：　金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。

￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

平成　　　　年　　　　月　　　　日

代表者職氏名

住 所

商号又は名称

　　　

落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字３ケタを記入すること。

なお、記載がない場合は、連絡先電話番号の末尾３桁を電子くじ番号とします。

契約書及び仕様書その他一切貴局の指示のとおりとする。

支出負担行為担当官

官用車（軽自動車1台）の購入

契約条件：

※

佐賀労働局総務部長　富永　哲史　殿

印

印

　（再度入札用）



官用車（軽自動車1台）の購入

１．車両本体価格等

車両本体 円 円 円

マッドガード 円 円 円

サイドバイザー 円 円 円

フロアマット 円 円 円

ナンバーフレーム 円 円 円

カーナビゲーションシステム 円 円 円

AM/FMラジオ 円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円

２．登録費用等

検査登録費用 円 円

登録諸費用（代行費用等） 円 円 円

円 円

３．リサイクル料金

リサイクル料金（預託金） 円 円

リサイクル料金（資金管理料金） 円 円 円

円 円

４．自賠責保険等

自賠責保険料（本土・３７ヶ月）　　　　　 円

自動車重量税　　　　　　　　　　　　　　　 円

円

５．合計金額

１台 0 0

１式 0 0

別紙４－２

入札金額内訳書

件名

車両・車種名 型式

品名 数量 金額 消費税 計

１式 0 0

１式 0 0

１式 0 0

１式 0 0

0

１式 0 0

0 0

小計① 0 計① 0

品名 数量 金額 消費税 計

１式 00

品名 数量 金額 消費税 計

１式 0 0

小計② 0 計②

１台 00

品名 計

0

小計④ 0

１台 0 0

小計③ 0 計③ 0

小計①＋小計②＋小計③＋小計④
【消費税抜価格】

【入札書記載金額】 #REF! 円

計①＋計②＋計③＋小計④【消費税込価格】 #REF! 円



官用車（軽自動車1台）の購入

１．車両本体価格等

車両本体 円 円 円

マッドガード 円 円 円

サイドバイザー 円 円 円

フロアマット 円 円 円

ナンバーフレーム 円 円 円

カーナビゲーションシステム 円 円 円

AM/FMラジオ 円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円

２．登録費用等

検査登録費用 円 円

登録諸費用（代行費用等） 円 円 円

円 円

３．リサイクル料金

リサイクル料金（預託金） 円 円

リサイクル料金（資金管理料金） 円 円 円

円 円

４．自賠責保険等

自賠責保険料（本土・３７ヶ月）　　　　　 円

自動車重量税　　　　　　　　　　　　　　　 円

円

５．合計金額

品名 数量 金額

１台 0 0

小計③ 0 計③ 0

計①＋計②＋計③＋小計④【消費税込価格】 #REF! 円

品名 計

0

小計④ 0

小計①＋小計②＋小計③＋小計④
【消費税抜価格】

【入札書記載金額】 #REF! 円

消費税 計

１台 0 0

１式 0 0

小計② 0 計② 0

１式 0 0

小計① 0 計① 0

品名 数量 金額 消費税 計

１式 0 0

0 0

１式 0 0

１式 0 0

１式 0 0

１式 0 0

１台 0 0

１式 0 0

別紙４－２

入札金額内訳書

件名

車両・車種名 型式

(　再　度　入　札　用　）

品名 数量 金額 消費税 計



※該当する項目の□にチェック（✔）を入れること。

□　　　入札に係る諸願届出について　　

□　　　入札に係る諸願届出について

□　　　入札書について

（注） 代理人の印鑑は、必ず入札書に使用する印鑑と同一のものとする。

□　　　契約締結について

今般下記の者を代理人として定め、下記権限を委任いたします。

支出負担行為担当官

□　　　入札書について

□　　　復代理人の選任について

□　　　代金の請求及び受領について

復代理人への委任事項

【委任事項】

記

（受任者）

（委任者）

【件　　　名】

委　任　状

別紙５

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

佐賀労働局総務部長　富永　哲史　殿

住 所

代表者職氏名

商号又は名称

印

住 所

氏 名

所属(役職名)

印

官用車（軽自動車1台）の購入



※該当する項目の□にチェック（✔）を入れること。

□　　　入札に係る諸願届出について　　

□　　　入札書について

（注） 復代理人の印鑑は、必ず入札書に使用する印鑑と同一のものとする。

今般下記の者を復代理人として定め、下記権限を委任いたします。

支出負担行為担当官

【委任事項】

記

（受任者）

（委任者）

【件　　　名】

委　任　状（復代理人用）

別紙５－２

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

佐賀労働局総務部長　富永　哲史　殿

住 所

氏 名

所属(役職名)

印

住 所

氏 名

所属(役職名)

印

官用車（軽自動車1台）の購入



入　札　関　係　書　類　受　領　書

入　札　件　名

備　　　　　考

　担当者ＦＡＸ番号

　担当者電話番号

担　当　者　名

商号又は名称

受　　領　　日

（ダウンロード日）

　

　

　

　

　

　

　入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合は、本票に記載のうえ、上記

ＦＡＸ番号に必ず送信してください。

【 Ｆ Ａ Ｘ 送 信 票 】

（ＦＡＸ番号　０９５２－３２－７１５６）

佐賀労働局　総務部　総務課　会計第一係　行

※　本票は、急な仕様の変更等を行った場合に、担当者様へご連絡する際に使用します。

※

官用車（軽自動車1台）の購入



 

契  約  書（案） 

 

 

 発注者 支出負担行為担当官 佐賀労働局総務部長 富永 哲史（以下「甲」という。）と受注者 ●●株式会社 

代表取締役 ●● ●●（以下「乙」という。）とは、双方対等な立場において、次の条項により契約を締結す

る。 

 

（契約の趣旨） 

第１条 官用車（軽自動車１台）の購入について、甲と乙とは本契約を締結し、「仕様書」等に基づき信義に従

い誠実にこの契約を履行するものとする。 
（契約金額） 

第２条 契約金額は、金●，●●●，●●●円（内消費税額及び地方消費税額金●●，●●●円）とする。 

  ２ 前項の消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条   

の８３の規定に基づき、契約金額に１０８分の８を乗じて得た額である。 

  ３ 契約金額の内訳は、別紙１「契約金額内訳書」のとおりとする。 

４ 当該契約完了に要するすべての費用は、乙の負担とする。 

（契約保証金） 

第３条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 

（契約内容） 

第４条 契約内容はすべて別紙２「仕様書」のとおりとし、納入期限、納入場所及び検査場所は、次の各号のと

おりとする。 

一 納入期限   別紙２「仕様書」のとおり。 

二 納入場所   同上 

三 検査場所   納入場所に同じ。 

（監督及び検査） 

第５条 甲は、この契約の履行に際し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせること

ができる。 

  ２ 乙は、給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 

３ 甲は、１０日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。 

４ 検査のために必要な人夫及び費用は、すべて乙において負担すること。 

５ 乙は、第３項の検査に合格しないときは、直ちに当該調達品目を持ち去ること。もし持ち去らないとき 

は、甲がこれを他所に運搬することができる。この場合において乙はこの費用及びこれに伴う損害を負担 

すること。 

（代金の支払い） 

第６条 乙は、前条第３項の検査に合格したときは、代金の請求をすることができる。 

  ２ 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して３０日（以下「約定期間」という。）  

以内に代金を支払わなければならない。 

  ３ 甲が、約定期間内に契約金額の支払いが完了しない場合は、期限到来の日の翌日から支払いを完了した

日までの日数に応じ、年２．７％の割合で計算した額の遅延利息を併せて支払わなければならない。た



だし、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は、約定期間に算入しない。 

  ４ 前項により計算した遅延利息が１００円未満の場合は、これを支払うことを要さないものとし、当該計

算額に１００円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 

（危険負担） 

第７条 当該調達品目等の給付が、甲又は乙の責に帰さない事由により、滅失又は毀損した場合の危険は、第５

条第３項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するものとする。 

（瑕疵担保） 

第８条 乙が行う契約履行内容に隠れた瑕疵又は仕様内容に適合していないものを発見したときは、乙は甲の指

示に従って直ちに完全な履行又は、甲において算定した金額を損害賠償として支払わなければならない。 

（検査の遅延） 

第９条 甲がその責に帰すべき事由により、第５条第３項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日

から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期

間を超える場合には、超える日数に応じ第６条第３項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならな

い。 

（履行期限の遅延） 

第１０条 甲は、乙がその責に帰する理由により、第４条第１項第一号の期限内に当該調達品目等の給付をでき

ないときは、乙の申請により納入期限の延期を許可することができる。この場合において、原納期限

の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、契約金額等（既納部分がある場合は、当該既納

部分の代金相当額を控除した額）の年５％に相当する額の遅延料を徴するものとする。この場合にお

いて、甲が第５条第３項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとする。 

   ２ 乙は、天災地変その他正当な理由により第４条第１項の期限内に物品を納入できない場合は、期限内

にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。この場合において、甲はその請求を正当と

認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。 

（損害賠償） 

第１１条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、甲が実際に被った損害に限り、契約   

金額を上限として、その損害を賠償するものとする。 

（解除） 

第１２条 甲は、本契約に関して乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。 

     一 第４条第１項第一号の期限内に当該調達品目等の給付が完了しないとき。 

     二 第５条第３項の検査に合格しないとき。 

     三 乙が完全に本契約を履行する見込みがないと認めたとき。 

     四 乙が本契約の解除を請求し、その理由が正当であると認めたとき。 

     五 甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、もしくは詐欺その 

他の不正行為を行ったとき。 

（解除に係る違約金） 

第１３条 乙は、前条第１号の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の１００分の１ 

０に相当する金額を甲に納入すること。又、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を

賠償しなければならない。 

   ２ 甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められた

ときは、これを免除することができる。 



（談合等の不正行為に係る解除） 

第１４条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することがで   

きる。 

    一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は    

使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第    

５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条又は同法第８条の２（同法第８条第１号若しくは第２    

号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項    

（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行っ    

たとき、又は同法第７条の２第１８項若しくは第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通    

知を行ったとき。 

    二 乙又は乙の代理人が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独    

占禁止法第８９条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき（乙の役員又はその使用    

人が当該公訴を提起されたときを含む。）。 

   ２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の規定によ   

る通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第１５条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否か

にかかわらず、違約金（損害賠償金の予定）として、甲の請求に基づき、契約金額（本契約締結後、

契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の１０に相当する額を甲が指定す

る期日までに支払わなければならない。 

    一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の２（同法第８条    

第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行い、当該排除    

措置命令が確定したとき。 

    二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法第８条の３にお    

いて読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定し

たとき。 

    三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の規定    

による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

    四 乙又は乙の代理人が刑法第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項の    

規定による刑が確定したとき。 

    五 当該刑の確定において乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 

    六 乙が甲に対し、独占禁止法等に接触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 

   ２ 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 

   ３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分   

の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

（違約金に関する遅延利息） 

第１６条 乙が第１３条及び第１５条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当

該期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年５％の割合で計算した額の遅延利息を

甲に支払わなければならない。 

   ２ 前項により計算した遅延利息が１００円未満の場合は、これを支払うことを要さないものとし、当該



計算額に１００円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 

 （再委託） 

第１７条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託することはできない。 

   ２ 乙は、再委託する場合には、様式１により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けな 

ければならない。ただし、当該再委託が５０万円未満の場合は、届出を行うこと。 

   ３ 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者（以下「再委託者」と

いう。）の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 

   ４ 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委

託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 

 （再委託先の変更） 

第１８条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第２項ただし書に該当する場合を除き、様式２の

再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 

（履行体制） 

第１９条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び

住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙１の履行体制図を甲に提出しなければならない。 

   ２ 乙は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書を甲に届け出なけれ

ばならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 

    一 受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみの変更の場合。 

    二 事業参加者の住所の変更のみの場合。 

    三 契約金額の変更のみの場合。 

   ３ 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して

変更の理由等の説明を求めることができる。 

（権利義務の譲渡等） 

第２０条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三

者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当た

り信用保証協会、中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の２に規定する金

融機関、資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項に規定する特定目的

会社及び信託業法（平成１６年法律第１５４号）第２条第２項に規定する信託会社に対し債権を譲渡

する場合は、この限りではない。 

   ２ 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面によ

り甲に届けなければならない。 

（秘密の保持） 

第２１条 乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはなら

ない。 

（個人情報保護） 

第２２条 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律第２条第１項にいう個人情報、以下同じ。）の漏えい

等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 

   ２ 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 

   ３ 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 

   ４ 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。また、甲は、特に必要と認めた場合



は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所

等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 

   ５ 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わな

ければならない。 

   ６ 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなけれ

ばならない。 

（属性要件に基づく契約解除） 

第２３条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除するこ

とができる。 

    一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役    

員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表    

者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行    

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同      

じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

    二  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも    

って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

     三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるい    

は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

     四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき 

        五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

（行為要件に基づく契約解除） 

第２４条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せ      
ず、本契約を解除することができる。 

     一 暴力的な要求行為 

        二 法的な責任を超えた不当な要求行為 

        三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

        四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 

        五 その他前各号に準ずる行為 

（表明確約） 

第２５条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを

確約しなければならない。 

   ２ 乙は、前２条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等（下請負人（下請

が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。）及び再受託者（再委託以降のすべての受託者を

含む。）並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相

手方をいう。以下同じ。）としないことを確約しなければならない。 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第２６条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契   

約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 

      ２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承      
認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若し      



くは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 

（契約解除に基づく損害賠償） 

第２７条 甲は、第２３条、第２４条及び第２６条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙   

に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

   ２ 乙は、甲が第２３条、第２４条及び第２６条第２項の規定により本契約を解除した場合において、甲   

に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

（不当介入に関する通報・報告） 

第２８条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢 力
から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒否

し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告すると

ともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 
（厚生労働省所管法令違反に係る報告） 
第２９条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検さ

れた場合は、速やかに甲に報告する。 
（厚生労働省所管法令違反に係る契約解除） 
第３０条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面に

よる通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 
一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された 
とき。 
二 乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき。 
三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第１号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明し 
たとき。 

２ 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 
（厚生労働省所管法令違反に係る違約金） 
第３１条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額（本

契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の１０に相当する額

を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 
２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 
３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分 

の損害につき賠償を請求することを妨げない。 
（紛争等の解決方法） 

第３２条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解    

決するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



   この契約の証として、本証書２通を作成し双方記名押印のうえ、各自１通を所持するものとする。 

 

 

平成３０年●●月●●日 

 

                  甲 佐賀市駅前中央３－３－２０ 

                    支出負担行為担当官 

                    佐賀労働局総務部長     富 永 哲 史 

 

 

                 乙 ●●市●●町●● 

                    ●●●●株式会社 

                    代表取締役         ● ● ● ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１ 

平成  年  月  日 

支出負担行為担当官 

 佐賀労働局総務部長 殿 

 

 

 

名称 

代表者氏名       印 

 

 

再委託に係る承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．委託する相手方の商号又は名称及び住所 

 

２．委託する相手方の業務の範囲 

 

３．委託を行う合理的理由 

 

４．委託する相手方が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 



様式２ 

平成  年  月  日 

支出負担行為担当官 

 佐賀労働局総務部長 殿 

 

 

 

名称 

代表者氏名        印 

 

 

再委託に係る変更承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所 

 

２．変更後の事業者の業務の範囲 

 

３．変更する理由 

 

４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 



様式３ 

平成  年  月  日 

支出負担行為担当官 

 佐賀労働局総務部長 殿 

 

 

名称 

代表者氏名        印 

 

 

履行体制図変更届出書 

 

 

契約書第１９条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 

 

 

記 

 

 

１．契約件名（契約締結時の日付番号も記載のこと。） 

 

２．変更の内容 

 

３．変更後の体制図 



別紙１ 

履行体制図 

 

 

【履行体制図に記載すべき事項】 

・各事業参加者の事業名及び住所 

・契約金額（乙が再委託する事業者のみ記載のこと。） 

・各事業参加者の行う業務の範囲 

・業務の分担関係を示すもの 

 

【履行体制図の記載例】 

事業者名 住所 契約金額 業務の範囲 

Ａ 東京都○○区・・・ 円  

Ｂ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乙_ 

事業者Ｂ      

_ 
事業者Ｃ     

_ 

事業者Ａ      

_ 


